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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】妊娠線の発生を自然な方法で防止することがで
きる筒状帯を提供する。
【解決手段】腹帯１の本体１０は、腹部に取り付けたと
き腹部に触れる裏面側に、湿気を遮断する径の異なる複
数の防乾帯３０が同心円状にプリントされている。各防
乾帯３０は、隣接する各防乾帯３０の間隔が等間隔にな
るようにプリントされており、シリコ－ンで形成されて
いる。この腹帯１を腹部に取り付けると、腹部の表面に
沿って移動しようとする湿気の移動を防乾帯３０が阻止
するので、腹帯１と腹部表面との間に湿気が保持される
。そのため、この腹帯１を、妊娠中の女性の腹部に取り
付けると、人体から発する腹部の湿気が腹部表面で保持
されるので、妊娠線の発生を自然に防止することができ
る。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
柔軟な材料で略筒状に形成され、円周方向に前記材料を伸ばすことで人体の特定の部位に
取り付け可能な筒状帯であって、
　人体に取り付けたとき当該筒状帯が前記人体に触れる裏面側に、湿気の移動を遮断する
防乾材によって形成された防乾帯がプリントされていることを特徴とする筒状帯。
【請求項２】
請求項１に記載の筒状帯において、
　前記防乾帯には、
　　前記防乾材がプリントされない無地部が設けられていることを特徴とする筒状帯。
【請求項３】
請求項１～２のいずれかに記載の筒状帯において、
　大きさが異なる囲形状に形成された複数の前記防乾帯が、同心状にプリントされている
ことを特徴とする筒状帯。
【請求項４】
請求項３に記載の筒状帯において、
　径が異なる略円状に形成された複数の前記防乾帯が、同心円状にプリントされているこ
とを特徴とする筒状帯。
【請求項５】
腹部に取り付け可能な請求項３～４のいずれかに記載された筒状帯において、
　前記各防乾帯は、
　　当該筒状帯の裏面が臍に当たる部分を中心に、同心状にプリントされていることを特
徴とする筒状帯。
【請求項６】
請求項３～５のいずれかに記載された筒状帯において、
　前記各防乾帯には、
　　前記防乾材がプリントされない無地部が設けられ、
　前記各防乾帯に設けられた前記無地部は、
　　隣り合う前記防乾帯に設けられた前記無地部に対して、所定角度ずれた位置に設けら
れていることを特徴とする筒状帯。
【請求項７】
請求項６に記載された筒状帯において、
　前記各防乾帯には、
　　前記防乾材がプリントされない複数の無地部が所定間隔毎に規則的に設けられ、
　前記各防乾帯に設けられた前記各無地部は、
　　隣り合う前記防乾帯に設けられた隣り合う２つの前記無地部の間の位置に設けられて
いることを特徴とする筒状帯。
【請求項８】
請求項１～７のいずれかに記載の筒状帯において、
　前記防乾材は、シリコ－ンであることを特徴とする筒状帯。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、柔軟な材料で略筒状に形成され、円周方向に材料を伸ばすことで人体の特定
の部位に取り付け可能な筒状帯に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図４に示すように、妊娠によって腹部が膨張すると、臍を中心に妊娠線９０ができるこ
とが知られている。
【０００３】
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　この妊娠線９０は、妊娠による急激な腹部の膨張と、肌の乾燥によるものであることが
知られている。
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、従来、この妊娠線９０の発生を自然な方法で防止する方法が知られていなかっ
た。
【０００５】
　そこで本考案では、妊娠線の発生を自然な方法で防止することができる筒状帯を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
 上述した問題を解決するためになされた考案である請求項１に記載の筒状帯は、柔軟な
材料で略筒状に形成され、円周方向に前記材料を伸ばすことで人体の特定の部位に取り付
け可能な筒状帯であって、人体に取り付けたとき当該筒状帯が前記人体に触れる裏面側に
、湿気の移動を遮断する防乾材によって形成された防乾帯がプリントされていることを特
徴とする。
【０００７】
 この筒状帯を腹部等の人体に取り付けると、人体の肌に沿って移動しようとする湿気の
移動を防乾帯が阻止するので、人体の肌上で湿気が保持される。そのため、この筒状帯を
妊娠中の女性の腹部に取り付けると、保持された湿気により妊娠線の発生を自然に防止す
ることができる。
 次に、請求項２に記載されているように、防乾帯には、防乾材がプリントされない無地
部が設けられていてもよい。防乾帯をプリントすると、防乾材が帯状に固まって筒状帯の
柔軟性が失われる可能性があるが、この無地部を設けることで防乾帯が分断されるので、
防乾帯を筒状帯にプリントしても、筒状帯の柔軟性を妨げることを防止できる。
 次に、請求項３に記載した筒状帯のように、大きさが異なる囲形状（円状や楕円、多角
形状等）に形成された複数の防乾帯が、同心状にプリントしてもよい。このようにすると
、防乾帯で囲まれた部分の湿気を防乾帯で囲った内側に確実に保持することができる。
 尚、例えば、請求項４に記載したように、径が異なる略円状に形成された複数の防乾帯
が、同心円状にプリントされていてもよいが、防乾帯の形状は、例えば四角や楕円形状で
もよい。
【０００８】
　次に、請求項５に記載した筒状帯のように、筒状帯が腹部に取り付け可能に形成されて
いる場合は、各防乾帯は、筒状帯の裏面が臍に当たる部分を中心に、同心状にプリントさ
れていることが好ましい。妊娠線は、臍部を中心に放射状に発生しやすいので、この妊娠
線が発生する部分を包み込んで保湿し、妊娠線の発生を防止することができるからである
。
【０００９】
　次に、請求項６に記載したように、防乾帯が囲形状に形成されている場合、筒状帯の柔
軟性を妨げることを防止するため、各防乾帯には、防乾材がプリントされない無地部が設
けられ、各防乾帯に設けられた無地部は、隣り合う防乾帯に設けられた無地部に対して、
所定角度ずれた位置に設けられていることが好ましい。
 また、請求項７に記載したように、各防乾帯には、防乾材がプリントされない複数の無
地部が所定間隔毎に規則的に設けられ、各防乾帯に設けられた各無地部は、隣り合う防乾
帯に設けられた隣り合う２つの無地部の間の位置に設けてもよい。
【００１０】
　次に、請求項８に記載したように、防乾材としては、シリコ－ンを用いることが好まし
いが、湿気の移動を防止することができる材料であればどのようなものでもよい。
【考案を実施するための最良の形態】
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【００１１】
 以下に、本願考案が適用された実施形態について説明する。
 ここで、図１は、本実施形態の腹帯の正面図、図２は、本実施形態の腹帯の背面図、図
３は、本実施形態の腹帯を妊婦が着用した様子を示す外観図である。尚、図１では、防乾
帯３０は点線で示し、また、説明のために必要最小限の防乾帯３０についてのみ引出線で
示している。
 本実施形態の腹帯１（本考案の筒状帯に相当する）は、図１に示すように、本体１０が
柔軟な合成材料（綿、ポリウレタン）で略筒状に形成されている。そして、この本体１０
は、図３に示すように、円周方向に本体１０を伸ばすことで、人の腹部に取り付けること
ができる。
【００１２】
  そしてこの腹帯１の本体１０は、図１及び図２に示すように、腹部と臀部を囲う位置に
腹部臀部押さえ１１が形成されている。この腹部臀部押さえ１１は、腹部に取り付けたと
きに、妊娠によって大きくなった腹部と臀部を支持するため本体１０を構成する合成材料
を２枚重ねて形成されている。
 また、腹帯１の本体１０は、図１に示すように、腹部に取り付けたとき腹部に触れる裏
面側に、シリコ－ン製の径の異なる複数の防乾帯３０が同心円状にプリントされている。
この防乾帯３０は、腹帯１を腹部に取り付け、腹部臀部押さえ１１で腹部と臀部を押さえ
たときに臍が当たる部分を中心に、同心円状にプリントされている。各防乾帯３０は、隣
接する各防乾帯３０との間隔が等間隔になるようにプリントされている。
 さらに各防乾帯３０は、円周方向に沿って９０度回転する位置毎に、この防乾帯３０が
プリントされていない無地部３２が設けられている。各防乾帯３０の無地部３２は、隣接
する防乾帯３０の無地部３２に対して４５度回転した位置に形成されている。
【００１３】
 このように形成された腹帯１を腹部に取り付けると、腹部で発した湿気が本体１０と防
乾帯３０とで囲まれた空間に保持されるので、腹部表面が保湿される。そのため、この腹
帯１を、図３に示すように、妊娠中の女性の腹部に取り付けると腹部が乾燥しないので、
妊娠線（図４参照）の発生を自然に防止することができる。
【００１４】
　また、妊娠線は臍を中心に放射状に形成されることが多いが、本実施形態の腹帯１を腹
部に取り付けると、防乾帯３０が本体１０の裏面が臍に当たる部分を中心に同心円状に配
置されるので、妊娠線が発生する部分を効果的に保湿して、妊娠線の発生を自然に防止す
ることができる。
（その他の実施形態）
　上記実施形態では、防乾帯３０をシリコ－ンで形成したが、湿気の移動を遮断する材料
であればどのようなものでもよい。例えば、エラストマーやゴム等の素材でもよい。
【００１５】
　また、上記実施形態では、腹帯１について形成したが、腕や足用として用いる場合は、
本体１０を腕や足など他の部位に取り付ける大きさに形成するとよい。
本考案は、実用新案登録請求の範囲に記載された考案の趣旨に合致するものであればよく
、上述の実施形態に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本実施形態の腹帯１の正面図である。
【図２】本実施形態の腹帯１の背面図である。
【図３】本実施形態の腹帯１を取り付けた様子を示す模式図である。
【図４】妊娠線の説明図である。
【符号の説明】
【００１７】
１・・・腹帯、



(5) JP 3147859 U 2009.1.22

１０・・・本体、
１１・・・腹部臀部押さえ、
３０・・・防乾帯、
３２・・・無地部

【図１】 【図２】
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